
建物のルール（まちづくりルール）とは？

分倍河原駅

北西側住宅区域

分倍河原駅周辺地区

※派手な色彩の建物の事例

まちづくりルールとは、良好な居住

環境などを図るための、建物の建て方

のルールなどのことです。

ルールは地元の要望により、北西側

住宅区域の範囲にて、作成しています。

令和7年度を目標に、建物は派手な

色彩を避け、落ち着いたものとする

ルールなどを定める予定です。

建物のルール などが

策定されます

皆様のお住まいの地域で
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まちづくりルール通信 創刊号
皆さまと検討中のまちづくりルールの周知のため、おたよりを発行します！

■区域図

※ルールはまちづくりの方向性を定めるものであり、権利の制限はございません。
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【問い合わせ先】

日照や通風、プライバシー等が確
保された適切な隣棟間隔の住宅街

倒壊の危険性があるブロック塀
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塀を生垣とする事で、安全性が
保たれた道路環境

緑豊かな住環境を創出できるゆとり
ある敷地が確保された住宅街

地区の良い点を維持し、悪い点を解決するため、ルールを作成しています！

次号は検討中のルールについて紹介します！（１２月予定）

公園や住宅街における緑の創出
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現在の北西側住宅区域の様子

北西側住宅区域


